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社会福祉協議会だより

●香典返しご寄付芳名録
　／境港市社会福祉協議会員の募集
　／ボランティア活動保険加入のお知らせ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

主な内容

●５月の相談日／上道地区先進地視察研修
　／イベント用機器をご利用ください！
　／浜の里ほっとギャラリー４月のご案内　

・・・・・・・・・・・

●平成28年度予算内訳
　平成27年度鳥取県手をつなぐ育成会「西部地区ふれあい研修会」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成28年４月１日

№.324

●平成28年度事業計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

携帯電話からはこちらの
ＱＲコードでご覧になれます。

●境港市社会福祉協議会の事業を紹介します！
　福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）・・・

●認知症予防への取組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

皆様から頂いた大切な会費は
このように使われています

境港市社会福祉協議会では､１世帯当たり600円の会費(１年間分)を頂いて､
それを財源として様々な地域福祉活動を実施しております。
平成28年度も皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

境港市社会福祉協議会が行う事業に関して、「こんな事をしてもらいたい」
「こんな事業があればうれしい」などのご意見をお寄せください。

境港市社会福祉協議会 ☎４５‒６１１６ FAX４５‒６１４６ 〒684-0043 境港市竹内町40番地

『ボランティア講座』の開催

大好評の『福祉バス』を運行

各地区で『敬老会』を開催

車イスや氷削機など無料貸出障がいのある方との交流の場『いきいき浜っこ祭』

会場が人でいっぱい『夢みなと子どもまつり』

事業の一部を抜粋



認知機能が低下した方の代わりに、財
産管理や契約をする成年後見制度を、
境港市社会福祉協
議会が法人として受
任する事業です

境港市社会福祉協議会事業計画境港市社会福祉協議会事業計画

お気軽にご相談ください！境港市社会福祉協議会  ☎45‒6116

法人後見事業

事業収入財源

社会的援護を必要とする世帯や生活困窮世帯への個別支援の推進
地域で支援を必要とする住民が、適切な福祉サービスを安心して利用できる
相談・支援活動を推進します。

ボランティア活動の推進・啓発と人材育成
住民の福祉に対する理解と関心を深めるために、ボランティア講座・研修会を
開催し、地域福祉の担い手になってもらうべき人材の育成を行います。

住み慣れた地域の中で誰もが安全・安心に暮らせるように、地域で最も身近な
近隣住民と一緒になって行う、見守り・支え合い活動の推進を図ります。

安心して暮らせる地域づくりの推進

介護予防関連事業の充実・強化

財政の健全化、行政・関係機関や各種団体との連携強化

認知症高齢者や知的障がい者、精神
障がい者など判断能力が十分でない
方を対象に、地域で安心して暮らせる
ように日常的な金銭管理サービス、重
要書類の預かり等の支援を行います

福祉サービス利用援助事業の実施

県社協受託金、寄付金、事業収入財源

障がいのある人の心身の状況や置か
れている環境等を勘案し、利用する
サービスの内容を定
めたサービス利用計
画案を作成します

障がい者相談支援事業の実施

事業収入財源

広く市民や企業より寄付を募り、緊急
の食糧支援が必要な相談者に対して
現物支給を行います

生活困窮者救済事業
（フードエイド）

会費、
寄付金

財源

鳥取県社会福祉協議会が行う貸付事
業で、低所得世帯などに対して資金の
貸付と必要な援助指導を行うことによ
り、経済的自立及び生活意欲の助長促
進並びに在宅福祉及び社会参加の促
進を図り、安定した生活を
送れるよう支援します

生活福祉資金貸付事業

県社協受託金財源

境港市と協働で行う貸付金事業で、緊
急的に金銭に困った市民に対し、少額
の貸付を行うことで
日常生活の安定を図
る支援を行います

低所得世帯への
社会福祉貸付金事業

市借入金財源

火災など災害により罹災された
世帯に見舞金
を贈ります

災害罹災者援護事業

寄付金財源

市民の各種相談に無料で応じると共に、
必要に応じて専門機関や福祉
サービスを紹介します

ふれあい総合相談センター事業

会費、寄付金財源

自走式、介助式
の車イスを無料
で短期レンタル
します

車イス短期貸出事業

★レクリエーション講座の開催
ふれあいの家援助員、協力員等の技術向上を目的に実施します

★手話講座の開催、サークル活動の支援
障がい者の地域社会における共生の
実現に向けて、手話講座を開催します

★ボランティア活動保険掛金の助成

ボランティアの育成、活動支援の推進

会費、寄付金、県社協補助金財源

鳥取県社会福祉協議会が主催
の災害ボランティアセンター
運営模擬訓練に参加し、平時に
備えておくべきこと、災害発生
後に社会福祉協議会としてど
のような行動をすればよいか
を学びます

災害ボランティアセンター
訓練の参加

音訳テープを作成し、市内の視覚障が
いのある方の中から、希望のある方に
対しテープを届けます

視覚障がい者への
音訳広報事業

地域包括支援セン
ター、行政との地域
包括ケア連絡会に
参加し、連携強化を
図ります

地域包括ケア連絡会への参加
地区担当制による各地
区社会福祉協議会や
自治会との連携を図り、
より一層の地域支援
を推進していきます

地区担当制による地域支援
民生児童委員協議会、ことぶきクラブ
連合会、障がい児（者）育成会、身体障
がい者福祉協会、精神障がい者家族
会まつば会などの事務局運営と各種
事業の協働を行います

福祉団体事務局運営

独居高齢者世帯などへ、災害時に使用
する「緊急避難キッ
ト」を民生委員と協
働して配布します

非常時持出セット設置事業
会員の福祉増進を目的に福祉バスを
運行することにより、幅広い年代の住
民ニーズに応えます

福祉バス運行事業

高齢者世帯などを対象に各地区で食
事サービスの助成を行い、安否確認も
兼ねて実施します

安否確認も兼ねた
食事サービスの実施

利用料助成を行うことにより、子育て
世帯への支援をします

ファミリー・サポート・センター利用促進事業

気軽に近隣住民が集う場としての「ふ
れあいサロン」を増設し、居場所づく
りの強化に努めます

ふれあいサロンの増設

介護予防事業に関連して、社会福祉協議会では筋力向上トレーニング事業の取り組みを行います

筋力向上トレーニング事業の取り組み

共同募金配分金
財源 会費、寄付金、

共同募金配分金

財源

会費、寄付金
財源

会費、寄付金財源

会費、寄付金、
県社協助成金

財源 会費、
寄付金

財源

鳥取県社会福祉協議会より受託して、モ
デル地区を選出し、３カ年計画で見守り
など地域支え合い体制の強化を図り、
住民間の情報交換の場を確保するなど
住民の福祉力の向上に向けた取り組み
を行います

あったかハート
おたがいさま事業

皆様から寄せられました温かい一般寄付・香典返しにつきましても、
各福祉事業推進の為に大切な財源として活用させていただいております。

今後ともご理解・ご協力を宜しくお願い致します。

県社協委託金財源

平成２8年度
■こだま 2こだま■3
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　２月24日に市民会館大会議室で「平成27年度鳥取県手

をつなぐ育成会西部地区ふれあい研修会」が行われま

した。午前中は鳥取県福祉保健部障がい福祉課の

古岡係長より『「障害者差別解消法」について～

地域生活の中でどのように変わっていくのか～』

と題して講演がありました。法律が制定された

経緯や事例を通し、障がいによる差別を解消する

ための対応策と支援体制について話されました。

　午後からは『障害者差

別解消法に期待‼“円滑

なネットワークを作るには”』とのテーマでパネル

ディスカッションが行われました。コーディネー

ターに行政関係者、パネリストには西部圏域の

通所施設より３名を迎え、保護者代表として石

川会長より「法律の効果が最大限発揮されるには

どうすべきか」と問題提起され、それぞれの立場で

取り組みについて語られました。共生社会実現のた

めの有益な研修会となりました。

一般会計
（単位：千円）支出 支出総額 62，349 収入 収入総額 62，349

貸付金事業費
1,800（2.9%）

地区社協活動
支援事業費
5,350（8.6%）

共同募金事業費
2,279（3.6%）

福祉活動事業費
33,493
（53.7%）

法人運営事業費
15,982
（25.7%）

障がい者相談支援事業費
593（0.9%）

福祉サービス利用援助事業費
2,735（4.4%）

法人後見事業費
117（0.2%）

県社協受託金収入
3,109（5.0%）

会費
7,180
（11.5%）

県社協助成金
748（1.2%）

積立資産
取崩収入
11,098
（17.8%）

香典返し等の
寄付金
9,900

（15.9%）

市補助金
24,091
（38.6%）

その他
6,223
（10.0%）

石川会長より挨拶がされました

平成27年度 鳥取県手をつなぐ育成会

自分で判断できなく
なったらどうしよう

こんな時…
相談

契約

支援
福祉サービスの利用援助
日常の金銭管理など本人 専門員

生活支援員

①相談
境港市社会福祉
協議会にご相談
ください。

②訪問
相談により支援が必要
であると考えられる方
には、契約を結ぶこと
ができるかどうかを確
認します。

④審査
審査が必要な
場合も
あります。

③計画
利用者の意志を尊重しな
がら、「契約書」と「支援
計画」を作成します。

⑥サービス開始
専門員・生活支援員に
よる支援が始まります。⑤契約

通帳

　福祉サービスは自らが進んでサービスを選択し、サービスを提供する者と契約を結んで利用
するようになってきましたが、自らの判断でサービスを選択したり、契約をすることが困難な方は、
適切にサービスの提供を受けられないことが考えられます。 
　 福祉サービス利用援助事業では、そのような方々が地域で安心した生活が送れるよう、福祉
サービスの利用手続きの援助や代行、福祉サービス利用料の支払いなどを行っています。

福祉サービス利用援助事業
（日常生活自立支援事業）

　境港市社会福祉協議会では下記のサービスを行っておりますので、困っている方がおられ
ましたらお気軽にご連絡ください。

☎４５－6116境港市社会福祉協議会お問合せ先

福祉サービスの利用援助
福祉サービスの利用・苦情に関する相談、助言、情報提供、
利用料の支払いなどに関する支援

日常的金銭管理サービス
金銭管理に関する相談、助言や生活費の払戻し、公共料金、家賃、
医療費などの支払いのための金融機関への同行、または代行

書類等の預かりサービス
支援にあたって必要な通帳・印鑑(金融機関届出印)の預かり

境港市社会福祉協議会の事業を紹介します！境港市社会福祉協議会の事業を紹介します！

相談は無料ですが、契約後の支援は
有料です。（生活保護を受給されている
方については、利用料金はかかりません。）

●１時間あたり　1,200円
　 １時間を越えた場合は30分に
　 つき600円ずつ加算

●通帳・印鑑の預かり　1ヶ月 200円

利用料について
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上道地区先進地視察研修上道地区先進地視察研修
　2月26日、上道地区の社会福祉協議会正副会長、
自治会、民生委員より17名が参加して、小地域福
祉活動の先進地である松江市淞北台へ視察研修に行
きました。淞北台は高齢化率が県内５位の38.8％
ですが、地域住民による見守り活動や連絡会等の設
置により要介護認定率が低い方から２番目の17.0％
に抑えられている地域です。
　今後、上道地区でもその取り組みを活用できる仕
組みづくりをと考えています。参加者からは「住民と
の話し合いで地域の問題点を浮き彫りにし、できる
ことから取り組んでいきたい」との声がありました。

◆綿菓子製造機
◆ポップコーン製造機
◆氷削機（かき氷）
◆たこ焼き器
◆テント（２種類）

イベント用機器を
ご利用ください！

貸出は会員の団体が対象と
なっており、無料です

お問合せお問合せ ☎４５－6116まで
境港市社会福祉協議会

▼

ポ
ッ
プ
コ
ー
ン
製
造
機

場所

期間

浜の里（老人福祉センター）
4月11日㈪～5月2日㈪

弓濱・碧秀Let's書道
（松本三枝・木村弘美）

4月は4月は

☎４５－２４６８までお問合せ
毎月の展示を募集しています！

浜の里

しょうほくだい

しょうほくだい

有
料
広
告

有
料
広
告

相談の種類 相 談 内 容 開 設 日 時 間

心配ごと相談
（民生委員）
（司法書士）

心配ごとや、日常生活上の
いろいろな問題

(5月は第２金曜日)(5月は第２金曜日)
5月13日

13:00

～

16:00

法 律 相 談
（弁 護 士） 法律に関する相談

(5月は第1・第3金曜日)(5月は第1・第3金曜日) 5月6日、20日
13:30

～

15:30

福 祉 相 談
福祉に関する様々な相談

(5月は第4金曜日)(5月は第4金曜日)
※相談日以外でも受付けしております｡

5月27日
13:00

～

16:00

要予約

◎法律相談は予約制ですので◎法律相談は予約制ですので  事前に予約してください。事前に予約してください。
☎４５‒６１１６
境港市社会福祉協議会

相談の種類 相 談 内 容 開 設 日 時 間

人 権 相 談
（人権擁護委員）

人権に関する相談
（毎月第２木曜日）（毎月第２木曜日） 5月12日

13:00

～

16:00行 政 相 談
（行政相談委員）

役所の仕事、手続き、サ
ービスなどに関する相談
（毎月第２金曜日）（毎月第２金曜日）

5月13日

人権相談：人権相談：
　鳥取地方法務局
　米子支局
　☎22-6161
行政相談：行政相談：
　鳥取行政評価事務所
　行政相談課
　☎0857-24-5542

問合せ先

会場：浜の里〔老人福祉センター〕です。
の相談日５月 相談無料相談無料

秘密厳守秘密厳守

★心配なこと、困っていること、何でもOK!
　悩みごとのある人は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

ふれあい総合相談センター

余子小学校児童と一緒に指体操

認知症予防
への取組み認知症予防への
取組み認知症予防への取組み

ペットボトルを使ったえがおの会による歌

なごみ会による活動報告『春が来た』と『うさぎとかめ』の替え歌を披露

ゲゲゲの会による棒体操たっしゃでい会の活動報告

体操を披露した森岡元気になるための会渡まめな会によるラジオ体操

認知症をみんなで学ぶ会による寸劇

余子地区

渡 地 区 外江地区

誠道地区境 地 区

上道地区中浜地区

　「平成27年度認知症になっても安心
して暮らせるまちづくり市民大会」が
２月27日に境港市文化ホールでありま
した。約400名の参加者があり、各地
区の代表者が趣向を凝らした活動報告
を行い、会場は熱気に包まれました。
その後、広島国際大学教授の大井博司
氏より「ご近所の支え『愛』の中で楽
しく行う認知症予防のススメ」と題し
て『社会的認知』などについて講演が
ありました。
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ボランティア活動保険
加入のお知らせ

　ボランティア活動中のさまざまな事故に
よるケガや損害賠償責任を補償します。

ボランティア個人・団体、ＮＰＯ法人
またはその所属の無償のボランティア

加入できる方

加入申込手続き完了日の翌日から
平成29年3月31日午後12時まで

補償期間

300円～650円（加入プランにより異なります)

保 険 料

境港市社会福祉協議会 ☎４５－６１１６
お問合せ

会
境港市社会福祉協議会境港市社会福祉協議会

様々な福祉事業を実施するために
皆さまのご協力をお願い致します

員の募集
一般会員一般会員 市内各世帯 

１世帯 (年額) ６００円

賛助会員賛助会員

団体会員団体会員

特別賛助会員特別賛助会員

個人・団体・企業 
１口 (年額) 2,０００円

社会福祉関係機関・団体等
１口 (年額) ３,０００円

１口 ８,０００円

この広報紙は、共同募金配分金の一部を活用して発行しています。

こころ温まるご寄付をいただき ありがとうございました

「こだま」への香典返し芳名録掲載につきましては、寄付者ご本人の了解をいただいております。
一般寄付、香典返しは、高齢者、児童、障がい者の福祉事業、ふれあい総合相談事業等、地域福祉活動を推進する
上で貴重な財源として活用させていただいております。なお、一般寄付、香典返しは、境港市社会福祉協議会〔浜の里
（老人福祉センター）東側〕、または境港市役所（福祉課）で取扱っています。

あ
り
がと
うございました

（平成28年２月16日～平成28年３月15日）
（敬称略）香典返しご寄付芳名録

月日 金額（円） 故　 人 寄付者 住　 所

2.16 100,000 松 下 正 雄 富 山 亜 兼 米子市淀江町
16 30,000 山崎ハナ子 山 崎 律 夫 米 川 町
17 30,000 池田ハツヱ 池 田 勝 也 馬 場 崎 町
17 30,000 佐 近 元 江 佐 近 美 晴 福 定 町
17 20,000 井 田 節 子 井 田 　 亮 高 松 町
18 100,000 清 水 花 代 清 水 友 良 上 道 町
22 30,000 吉 田 依 子 吉 田 一 男 上 道 町
22 30,000 松本千代栄 安芸ひろみ 渡 町
22 100,000 和 田 冨 惠 和 田 智 子 元 町
26 30,000 渡部みつゑ 渡 部 武 治 渡 町
26 30,000 島　万紀子 島 博 美 保 町
29 30,000 濱 田 義 明 濱 田 郁 子 中 野 町
29 20,000 榧本ヒサ子 榧 本 正 義 森 岡 町

3. 2 20,000 粟 田 五 一 粟 田 政 文 新 屋 町

月日 金額（円） 故　 人 寄付者 住　 所

3. 3 30,000 匿 名 匿 名 湊 町
3 50,000 大 谷 　 愼 大 谷 　 悟 上 道 町
3 50,000 片岡ユキ子 片 岡 雄 二 清 水 町
7 30,000 向 井 　 稔 向 井 ヨ シ 清 水 町
8 30,000 藤本美代子 藤 本 邦 雄 麦 垣 町
9 30,000 松 谷 重 和 松 谷 寿 子 中 野 町
10 30,000 竹 内 辰 美 竹 内 恒 子 外 江 町
10 150,000 東 　 寛 東 　 章 上 道 町
10 30,000 本 池 辰 郎 本 池 理 志 幸 神 町
14 30,000 松 本 三 江 松 本 　 孝 岡山県倉敷市
14 30,000 手 島 　 泰 手 島 静 子 中 野 町
15 30,000 渡 邉 和 子 渡 邉 俊 介 森 岡 町
15 50,000 西 村 八 重 西 村 清 彦 中 町

※次月号からは10日締めで掲載させていただきます
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